アイプラザ豊橋管理運営仕様書

１．趣旨
本仕様書は、アイプラザ豊橋（以下、「アイプラザ」という。）の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定める。

２．アイプラザに関する基本事項
(1)施設名称　　　アイプラザ豊橋
(2)所在地　　　　豊橋市草間町字東山143番地の6
　　　　　　　　 ※管理地は別図１のとおり
(3)施設概要
①敷地面積 　　19,404.93㎡
　②延床面積　 　13,298.84㎡
③施設構造 　　本館棟　  鉄筋コンクリート造地上3階塔屋1階建
　　　　　　　　　　　   延　5,048.10㎡
　　　　　　　 ホール棟　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリー
　　　　　　　　　　　　 ト造地下1階地上5階建
　　　　　　　　　　　　 延　6,811.88㎡
　　　　　　　 体育館棟　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建
　　　　　　　　　　　　 延　1,438.86㎡
④施設設備　　 ホール（1,469席）舞台　間口17.5ｍ　奥行14.8ｍ、事
　　　　　　　 務室、楽屋１～４、特別室１～３、リハーサル室、小ホール
　　　　　　　 会議室１～14、和室１～３、調理実習室・準備室、実習室
　　　　　　　　　　　　　 １・２、団体連絡コーナー、多目的室１～４、体育室、図書室
　　　　　　　　　　　　　 ※平面図は別図２－１から２－４のとおり
（4）開館時間　　 午前９時～午後10時まで
（5）休館日　 　  毎月第３月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する
法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下
「休日」という。）に当たるときは、その日後においてそ
の日に最も近い休日でない日。
１月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日まで
（6）開　設　　　 昭和51年７月（愛知県）
（7）移　管　　　 平成25年３月（豊橋市）
（8）特記事項
　　　　指定管理期間中に施設の部分休館を伴う改修工事を市が行う可能性がある。
　　　　改修工事の実施については、実施前年度までに市と指定管理者が協議を行う。

３　指定管理者の指定期間
　　　令和９年４月１日から令和14年３月31日まで（５年間）
  
４　指定管理料
　　市は、指定管理者の業務を実施するために必要な経費として、選定された指定管理者が事業計画書に基づき提示した金額を参考に、予算の範囲内で指定管理者と協議を行い、協定の中で指定管理料の額を定めることとする。
(1) 指定管理料の支払い
　経費については、会計年度（４月１日から翌年３月31日まで）を基準とし、分割（４半期毎を予定）で支払うものとする。なお、支払い月や方法は協定にて定めることとする。
(2) 指定管理料に含まれるもの
指定管理料には次のものを含む。ただし、アイプラザ豊橋で使用している設備、備品等については貸出備品として無料で現状のまま引き続き使用することができる。貸出備品（一件あたり税抜100万円以下）が破損等により修理不可能な場合は、指定管理料の中で代替品を購入することとする。
　①　人件費
　②　管理費（税抜100万円以下の修繕及び光熱水費等施設の管理運営に要する経費）
　③　事務費（事務用品等施設の管理運営に係る事務に要する経費）
　(3) 指定管理料に含まれないもの
　　　自主事業等を実施するための事業費のほか、管理費のうち市が指定するものは指定管理料に含まれないものとする。
(4) 管理口座・区分経理
　　経費及び収入は、指定管理者の団体自体の口座とは別の口座で管理すること。また、指定管理業務に係る経理を行うにあたり、団体自身とは独立した経理を行うこと。

(5)修繕等の取扱い
　修繕及び工事は市の指示又は指定管理者の判断により、指定管理料及び利用料金収入の範囲内で指定管理者の負担において行うこと。ただし、一件税抜100万円を超える修繕等については、原則市の業務とする。また、修繕等を行う場合には、日時、内容、金額について書面にて報告をすること。
　ただし、市に報告する暇がない緊急を要する場合はこれによらず修繕等を実施することができる。この場合、事後に報告をすること。
(6)光熱費及び燃料費の取り扱い
毎年、次年度光熱費及び燃料費の協議を行い、単価の変動に応じて指定管理料を決定する。また、当該年度内での単価の変動により、一定以上の経費の変動があった場合は、リスクの負担区分に従い、決算対応をすることとする。
５　物品の帰属
　指定管理料及び利用料金収入により購入した物品については、市に帰属するものとする。
６　施設運営に係る収入
（1） 利用料金は、指定管理者の収入とする。また、指定管理者が自主的にサービスを提供する場合は、参加費等の利用に係る必要な料金についても指定管理者の収入とする。
　（2） 利用料金の額は、条例に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。また、指定管理者が自主的にサービスを提供する場合に参加費等の利用に係る必要な料金についても、市長の承認を得ること。
　（3） 利用料金の減免は、市長が定める基準に基づき指定管理者が行うこととする。減免に対する市からの補填はしないものとする。また、収受した利用料金の還付についても、指定管理者が行うこと。
　(4) 指定管理者が変更となる場合は、指定期間開始時及び終了時の収入について次のように取扱うこと。
① 令和９年４月１日以降の利用分で、令和９年３月31日までに現指定管理者が当該利用分の利用料金を収入したものについては、利用日を基準に利用料金収入の帰属を判断するため、現指定管理者から収入証拠書類を添えて支払われる。なお、収入証拠書類の点検は、指定管理者自らの責任で行うこと。
② 令和14年４月１日以降の利用分で、令和14年３月31日までに当該利用分の利用料金を収入したものについては、指定期間終了後、収入証拠書類を添えて、次期指定管理者に支払うこと。

７　指定管理業務の基準
（1） 指定管理業務の一括委託の禁止
　指定管理業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることは不可とする。
（2） 関係法令及び条例等の遵守
　指定管理業務の遂行にあたっては、以下の関係する法令及び条例等を遵守すること。
① 地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規
② 労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規
③ アイプラザ豊橋条例、同条例施行規則
④ アイプラザ豊橋の利用等に関する要綱
⑤ アイプラザ豊橋利用料金減免措置要綱
⑥ アイプラザ豊橋連絡調整会議設置要綱
⑦ 豊橋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例
⑧ 豊橋市行政手続条例及び同条例施行規則
⑨ 豊橋市情報公開条例及び同条例施行規則
⑩ 豊橋市公契約条例及び同条例施行規則
⑪ その他管理運営を行うにあたり必要な法令等
(3) 個人情報保護
　個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づき、個人情報の取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、同法を参考に個人情報を保護するために必要な内部規程やチェック体制を構築するなどの措置を講じること。
なお、個人情報の漏えい等の行為には、同法に基づく罰則が適用される場合がある。 
(4) 守秘義務
　指定管理業務の遂行にあたり、知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己の利益のために使用してはならない。指定期間終了後及び指定解除後も同様とする。
(5) 環境への配慮
　指定管理業務の遂行にあたっては、豊橋市エコアクションプラン及びとよはしエコマネジメントシステム（以下、Ｔ-ＥＭＳ）の取組みに基づき、次のような環境への配慮に留意すること。
① 環境省が公表する最新の「電気事業者別排出係数一覧」内に記載されている全国平均係数未満の電力を購入すること。
　 （https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html）
② 温室効果ガス排出量の削減に取り組むこと。
③ 環境に配慮した商品・サービスの購入（グリーン購入）を推進すること。
④ 廃棄物の発生抑制に取組むこと。
⑤ 電気・天然ガス・ガソリン等のエネルギー使用量の節減及び水道使用量・用紙購入量節減に向けたＴ－ＥＭＳの目的目標により取組みを推進すること。
(6) 市等が実施する事業への協力　
市、市教育委員会及び公益財団法人豊橋文化振興財団の申込みの優先受付けなど、実施する事業への支援・協力を積極的に行うこと。
また、施設の利用料金の減免等について市の指示がある場合はこれに従うこと。
(7) 保険加入業務
　施設利用者の事故等に対応するため，施設賠償責任保険（賠償金についての補償）に加入すること。
(8) リスクへの対応
　指定期間中、主なリスクについては、以下の負担区分を基本として対応することとする。指定管理者が提案により独自の事業を実施する場合は運営上発生する賠償責任への対応のため適切な第三者賠償責任保険へ加入すること。

	区分
	リスクの種類
	内容
	指定管理者
	豊橋市

	共通
	法令等変更
	指定管理者が行う管理運営業務に影響を及ぼす市の条例等方針の変更によるコスト変動
	
	○

	
	
	指定管理者が行う管理運営業務に影響を及ぼす法制度等の変更によるコスト変動
	協議事項

	
	第三者賠償
	本業務を原因とする公害、生活環境の阻害等による場合
	○
	

	
	
	建物・設備の瑕疵に起因するもの
	協議事項

	
	
	施設の運営管理の過失に伴うもの
	○
	

	
	物価
	指定後のインフレ・デフレ
	協議事項

	
	光熱費
	単価の変動による、当該年度費用の
±５％を超える部分
	
	○

	
	燃料費
	単価の変動による、当該年度費用の
±５％を超える部分
	
	○

	
	金利
	金利の変動
	協議事項

	
	不可抗力
	自然災害
	協議事項

	施設
及び
設備
管理
	保守点検
	市の理由による業務内容等の変更による保守点検費用の増大
	
	○

	
	
	指定管理者の責による保守点検費用の増大
	○
	

	
	
	保守点検の不備による機器等の不調、器具・備品の破損
	○
	

	
	
	指定管理者の責による施設維持管理上の事故、怪我の発生及び拡大
	○
	

	
	
	セキュリティの不備による事故・火災の発生
	○
	

	施設
運営
	来場者の受付、案内
	来場者の誘導の不手際による事故、怪我
	○
	

	
	傷病人への対応業務
	対応の不手際による症状の悪化
	○
	

	
	その他
	指定管理者の責による来場者からのクレーム
	○
	

	
	
	
	
	


(9) 事業報告
　指定期間中の施設の利用状況、運営状況を定期的に報告すること。報告時期、書式・報告事項等については、協定において定めるものとする。
(10) 管理運営状況に関するモニタリング
　 指定管理者により、施設が適正に運営されているかどうかを確認するため、市は定期的及び随時にモニタリングを実施することとする。また、運営状況が適正でないと認められる場合は、市は指定管理者に対して指導を行う。
なお、随時モニタリングでは、毎年度の事業報告に合わせ、指定管理者の決算書等を提出すること。なお、毎年度の事業報告は市において公表することとする。
　(11) その他
①指定管理者は、自己の負担において円滑かつ支障なく管理運営業務を遂行できるように、前指定管理者及び市と指定期間開始前において引継ぎなど事前準備を行うこと。
②指定管理者は、自己の負担により、施設利用の打ち合わせ、利用者との技術的打ち合わせ等、指定期間開始前において事前準備を行うこと。
③指定管理者は、その指定期間終了までに自己の負担において、次期指定管理者が円滑かつ支障なく管理運営業務を遂行できるように、引継ぎを行うこと。
④ 公の施設として、公平な運営を行うこと。
⑤ 利用者のニーズを的確に捉え、利用者の満足度を高めること。
⑥ 予算の執行に当たっては、事業計画書、収支予算書に基づき適正かつ効率的な管理運営を行うこと。
⑦ 事件、事故、災害等緊急時には、速やかに現場に赴き、適切な対応を取ること。
⑧ 施設の管理運営に当たっては、市の指示、指導に従うこと。

８　休館日及び開館時間
休館日及び開館時間については、関係規則に定められているとおりとするが、指定管
理者は特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができるものとする。開館時間については、利用者が希望したときは、開館時間の前後１時間の時間延長に対応できることを原則とする。
　なお、市及び豊橋市教育委員会又は公益財団法人豊橋文化振興財団主催の事業に係る開館時間については柔軟に対応すること。また、市が休館日に修繕等を実施する場合は開館・閉館等を指定管理者で行うこと。

９　管理運営等に係る業務
指定管理者は、自己の責任と判断で（市から判断の基準が提示されている場合はそれ
に従う。）施設運営に当たり、利用者の平等な利用の確保に努め、利用者が安全に利用するための十分な配慮をすること。
　なお、当施設はあいち共同利用型施設予約システムを導入していることから、原則としてこのシステムを利用し、施設の予約受け付けを行い、予約状況を十分に把握するとともに、利用の状況がわかる記録（簿）を作成すること。
(1) 管理運営業務（施設の貸出し等の利用に関する業務）			
①施設の開館・閉館、施設の貸出し準備
ア）開館　　施設事務室等の開錠、警報装置の解除、駐車場バリカー及びチェ
ーン開錠、共通スペース等の照明点灯、自動ドアの作動、
エレベーター稼動、空調機等の操作、国旗・市旗の掲揚、
行事案内板の掲示、システムの立ち上げ等
イ）閉館　　事務室等の施錠、警報装置の設定、駐車場バリカー及びチェーン
施錠、共通スペース等の照明消灯、自動ドアの停止、
エレベーター停止、空調機等の停止、国旗・市旗の収納、
火気の取締り、施設全体の最終点検
②施設の利用承認等運用業務（貸出計画の管理、調整。利用承認申請の受付及び利用承認。利用承認変更申請書の受付。利用の制限及び利用承認の取消し、利用料金の減免申請の受付、承認、取消しも含む。）
　ア）利用方法の案内及び遵守事項の指導
イ）予約のための利用登録
申請内容等を審査の上、受付し施設予約システムへ入力すること
ウ）窓口での予約受付
申請内容等を審査の上、受付し施設予約システムへ入力すること
エ）適正な審査
一般の団体か、企業活動の利用かの区分等、施設利用目的について適正な審査を行うこと。また、必要に応じ、利用者の平等な利用の確保のため、聞き取り以外の資料や見学（立会い）をして適正な審査を行うこと。
利用者に対して差別的な取扱いや正当な理由がない場合の施設利用拒否はできないものとする。
　　　オ）利用申請の方法の案内（抽選方法、利用申請書の記載、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約申請の方法）
　　　カ）抽選会の実施
キ）利用承認（利用承認書の交付、利用承認決裁簿の作成）、利用料金の徴収
　　　ク）利用料金の減免（利用料金減免決裁簿の作成、市の減免要綱を適用する）
　　　ケ）利用の変更及び利用取消（利用料金の精算）
コ）利用にあたっての事前打合せの実施
　　　サ）行事案内表の作成（前月までに市文化課に提出）
シ）行事案内板の準備
　　　ス） 講堂及び諸室の利用前点検及び開錠。利用予約形態に合わせた貸し施設の準備
セ）備品の貸出し及び受領。必要に応じ設備の利用説明
ソ）呼び出し、電話の取次ぎ
タ）照明、冷暖房の操作
　　　チ）貸し施設の原状回復点検（施設の汚れ、施設、設備、備品の毀損等）及び施錠利用にあたっての指導をするほか、毀損等が生じた場合は、市に報告をすること。忘れ物の保管管理。
　　　ツ）利用案内、遵守事項などの説明に必要な資料を作成し、配布又は掲示。安全管理上の注意書きの掲示、指導。
　　　　　　
③図書業務
ア）図書貸出券の交付（申請受付、システム入力、図書の利用案内を説明）
イ）利用者登録の変更（申請受付、システム入力）
ウ）図書の貸出（返却期限付レシートの発行）
エ）図書の返却（返却本の書棚への配架又は分別保管。連絡便の対応。紛失・破損の対応）　　　　　
オ）図書の予約、購入希望受付（予約及び購入希望内容のシステム入力。棚から予約本を確保（１日２～10冊程度）。他館所蔵の予約本到着後、連絡方法が「電話」の申請者へ連絡。）
カ）図書の検索
キ）書架の配架・整理
ク）督促業務（貸出・返却時などに利用者がその場にいる場合は随時督促。
ただし、電話での督促業務は図書館で行う）
ケ）利用統計
コ）ちらし等の掲示及び配布
　　　　　このほか図書館情報システムを使用するため、システムの取り扱い方法・ルールを、指定期間開始前に図書館の職員から習得し、適切な運営を行う。特に個人情報の取り扱いについては法令・守秘義務を遵守すること。
　　　　また、緊急時（システムダウン等）に図書館の指示に従い対応すること。図書館の利用規則の変更に伴って随時対応すること。

なお、図書業務に関する参考数値は、以下のとおりとする。
	[bookmark: _Hlk81471673]令和７年度実績
	冊・枚数　
	件数
	備　考

	総貸出数
（内予約数）
	３６，０４８冊
（１８，１０８）
	１２，６９５件
	‐

	図書貸出券交付数
	４２枚
	４２件 
	‐

	図書の返却数

	４５，１６３冊

	　　　－　　　件
	返却された本が予約資料だった場合、予約票が出力される。受取館が自館の場合、名寄せを行うこと。


④施設利用に関する応対業務（案内、相談、苦情、要望への応対など。モニタリング、アンケート等の実施を含む。施設利用に付随するサービスの実施。）
⑤秩序の保持及び遵守事項に係る業務（利用後の点検、関係規則及び利用に関する要綱に基づく利用者への指導及び監督）
⑥日報、月報の作成及び提出
ア）当該日の管理運営の担当者、担当者間の引継ぎ事項、苦情・要望等及びその対応等の状況の分かる日報を作成する。
イ）業務の実施状況、施設の利用状況、経費等の収支状況等に関する業務報告書（月報）、事業計画書及び事業報告書を作成すること。
⑦事故、災害時等の緊急時の利用者の避難誘導、傷病者への対応、関係機関への連絡業務
　ア）本施設は、豊橋市地域防災計画に基づく第２指定避難所に位置付けられているため、災害時には避難所開設・運営マニュアルに基づき市に協力すること。
　イ）年2回の消防訓練の実施。
ウ）消防法に定める各種届出、点検等に関すること。
⑧運営業務に必要な研修の実施
⑨施設利用促進のための広報事業
ア）施設のパンフレットを作成すること。
イ）アイプラザで開催される催し、利用方法等利用者向け情報を掲載したホームぺージを作成、維持、更新し、最新の情報を掲載すること。
　　

(2) 維持管理業務（施設の美観維持、施設・設備の保守管理及び修繕等）
①各施設の利用者が常に安全に施設を利用できるよう未然に事故を防止し、及び美観を維持するため、必要な修繕を行う。建築物等については、仕上げ材の浮き、ひび割れ、はがれ、かび等の発生がない状態を維持すること。
②施設の運営に支障をきたさないように、設備及び備品の保守管理をし、破損、不具合等の必要に応じ、修繕を行う。
③施設及び敷地内の清掃
　※市営草間住宅南東の草間第二公園（面積3,187㎡）については、アイプラザの敷
　地ではないが、臨時の駐車場として使用する場合は、指定管理者の管理責任とする。
④建築物、設備の保守点検、日常点検、法定点検及び定期点検等を行う。法令等の規定により官公署の免許、許可、認可が必要な業務においては、これを遵守すること。
※その他の業務及び詳細については、別紙１「アイプラザ豊橋　維持管理業務一覧・仕様書」を参照。
※上記業務について、善良な管理者としての責務を果たすと共に、効率的で、効果
的な施設の維持管理等に努めること。
（3）上記以外で、指定管理者が施設管理、又は利用者サービスの向上に必要と判断した市の認めた業務
（4）管理運営等に係る業務を行う際の規定、基準、注意事項、様式等について
業務を行う際に必要な既存の規定、基準、注意事項、様式等は、別途提示することとする。提示がない場合で一定の基準等が必要な場合は、指定管理者の責任と権限で作成し、運営すること。ただし、市から修正の指導があった場合は、それに従うこと。

１０　その他の業務
(1) 市と指定管理者の情報交換や業務調整のため設置される連絡調整会議に参加すること。
(2) 自動販売機の設置運営に当たっては、行政財産の目的外使用許可を受けることなく指定管理者の収入とし、指定管理料を減額すること。また、自動販売機電気料（光熱水費）についても同様の取り扱いとする。自動販売機収入については、収支予算、決算項目に計上し、自動販売機の売上げの一部を自主事業の財源にすること。
(3) 電気自動車の充電スタンド（１台）の管理は市が行うが、利用者から使用方法などの質問があった場合は適切に対応し、機器に不具合等が発生した場合は市へ連絡をすること。なお、充電スタンドに係る電気料については、指定管理者の負担とする。
(4) 施設内の一部は市が設置した無線ＬＡＮの環境が整っている。この機器に関する賃借料、通信費は市の負担とするが、機器の電気料に関しては指定管理者の負担とする。
(5) 市との定期的な連絡調整を行うこと。また、市に設置してあるレターボックスで適宜（１～２週間に１回程度）連絡物等の収受をすること。
(6) コピーサービスを実施すること。なお、コピー機は指定管理者で用意すること。コピーサービスによる収入については指定管理者のものとする。


１１　留意事項
　(1) 事業の継続が困難となった場合の措置等
ア）この仕様書等の解釈に疑義が生じた場合、またこの仕様書等に定めがない事項が生じた場合、市と指定管理者は、誠意を持って協議するものとする。
イ）指定管理者の責めに帰すべき理由により、業務の継続が困難になった場合、市は、指定管理者の指定を取り消す等の措置をとる。この場合、市に生じた損害は、指定管理者が賠償する。また、業務の引継ぎは、７(11) ③と同様とする。
ウ）その他の理由により事業の継続が困難となった場合
　　業務の継続が困難となった場合は、事業継続の可否について協議をするものとする。
ただし、一定期間内に協議が整わない場合は、市は、協定を解除することができるものとし、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく管理運営業務を遂行できるように引継ぎを行わなければならない。

　(2) 原状回復
　　指定管理者は、指定期間が満了した場合、指定が取り消された場合又は全部若しくは一部の業務の停止を命ぜられた場合において、市の指示に基づき、施設を原状に回復して引き渡さなければならない。
　(3) 職員体制
講堂管理は、大変専門的であり、また勤務時間も不規則になりがちで、講堂以外の貸し出し諸室も多いため、施設を効果的・効率的かつ安全に管理運営できる組織体制、責任体制をとること。
また、常に諸室の繁閑状況を確認し、柔軟な人員配置、勤務体制がとれるよう努めること。
施設の開館から閉館までの責任者として、指定管理者が直接雇用する職員を配置することを原則とする。
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